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f携帯ま嫌米{却すマルチメディア放送の委託放送業窓務の認定に係る純度整綴に関する

考え方空事Jに留し、別紙のとおり慾見を提出し設す。



5.l!J紙様式

以下のとおり意見を査を闘し欲十。

官京!羽儀所 意見

1.機帯端末向けγ/レチメディア放送において実現する|務機言語米向けマルチメディア

サービス� i放五設は、従来の放送にない連安L.� 

S毒芸評瀦末向けγ ルデメディア放訟では、多様なぎを緩!いサいをナスとして様々なおIjJll

比三室長を想定して、:家主義言者会主徐容主にその鋭意工夫を発;形葬祭治~t絞殺されることが議後

保することによ号、き去後殺のニーズに透合する産主力;であると考えますE この観点か

約なコンテンツが撃を官会iされることが期待 iされ� jら、議会託主主送事業者認定の答笠

ています〉� 成闘については、多くの番組を

(2)…方、携帯端末向けす/レデメディア放送は、国民受 リアノレタイム及び蓄積習で徽� 

f言者の多大な協)Jを得て地上テレピジョン放送の光 i滅するといった新たな草IJm形

令デジタル化が完γす‘ることによって初めて利用可� j官接に見合った審査項ロとすべ

能となる局波数を倹刻してffう放滋であることか� I~きマあると考えます。
ら、泌氏受信者が広く季語郊できH，サービスの提供主主

重機毛守されています命したがって、長女送による公共の

綴役立〉滋進の緩点から、 一滋1の殺のみ会対象とする

緋他的なサービヌは、必E五きとして望ましくないとも

考えています。� 

(3) これらの考え方を踏まえ、例えば、次のような対応

唱を検討するととが考えられす。

ア}携帯端末向けマルチメディア放送では、例えば、多

毒薬な受信設備とジブトワコにアやアプジケーション告と

総みず?立っせて行うような、� 4殺虫長の放送とは違った11予

意義のサーどスを実務す‘ることがで会るところ、限定

された特定の端末やソブトヴ品ア時アプロケーショ

ンに向けた放送が行われるさ幾分に受信者が貌聴l"利

用できる機会が十分に機総点れるようにすること。

イ)燐1w端末向けマルチメディア放送において多種多

織なサーピスの提供が望書E隠するため、例えばジアル

タイム主主放送と議穣怨放記長。〉遠足み合わ"lt等につい

て、放送形態に応じでま懇話さに係る緩ま愛護尽を違える

主主どして、事業者の遺言畿二ζ炎と受信者寄与の緩広いサー

ビス新潟のバランスを預るよう iこすることa

ウ� H事1資銀放送の視悪事行動4士、� 5見f夜行われている一般的� 

1 




な放送とは大きく災なるとと金王子予選よされるため、そ


の方ままに応じた総選ま宅露関告と設けるようiこする


とと。
 

2.委託して行わ殺る主主主まに綴{)閣議主要文(7YJ.'IJ当て |携帯嫌米向けγJレチメダィア� 

(2)携帯端末!却すサノレチメディア放滋では、その技術特|放送の特徴である関Iぬ気のリ

性から、� i高品質のリアノレタイム製の都民{象配信や大容|プノレタイム放五まや多後かっ'k

量の蓄積型の情報商2{首から小絞殺の情報配信まで、 |容震の議積奴口ンデンツの自己

様々な形態の放迭を行うことが1可能です。限ら� I{言を実現するためには滋波効

れた周波数を能率的に利子ねするためには、放送の時 i率や携搭縮予択の後治効持護老事事'J

間帯や利用する周波数若干域安粂軟に設定して、事長i席者の利便伎を佐々隠し、一つの

像ー音響・データ燃の綴々なf資額誌を緩み合わせて放I.事業者にで怒る主主 It~与くの務

送ができるよう、…の還を続放送毒事禁容にある程度 i主義を製容さき-cるペ撃であると

まとまったj高波数殺事録与さきてることが主義さiと考えて� i考えます。京た、毒装委設の運委託療

いますo 業者会~Ji昔話主義支の害対さ当てそ意書受

一方、携千菩主語未決Itす/レチメディア主主送i士、多様な� iする場合法γ ノレチメディアj次

サービスの可能伎が期待寄れる放送メディアである[送金体の柊及及び終余なヲ張主主

ことから、放送による還を事誌の襲撃長誌ができる丈っす多く� iに貢献する泰淡績により多く

の者に確保されることで放淡のを接対性・多様f設が実|の帯域役割り~てるべ舎であ

現し、また、多額多機な慈雲隠績が参入することで新|ると考えます。

しい放送サービスが災書見すると均えますn 新しい放 


送の普及及び健全なヲ荷主主に燦ずるよう、複数の委託


欣送事業者を参入dせることが過当とも考えていま


す。
 

(1) これらの考え方 H憲法え、今後の詩型~B'r.教綴として 

i土、鍛えば、苦えのような対応惑と検討することが考え

られます。

ア)� 13セグメント意義主義・� 1セグメント綴電車の言十告の領

主義を、それぞれ� 1市役として紛争当てるゅの認定

粋を募集する}ことロ

イ)� 13セグメント綴織については分害対して複数の者に� 

jIiIJI?当てること。

その捺、� 

( j ) 	総務省が申諮の枠(特定の怯グメント分の周波 


数(例えば8セグメントと� 5セグメント当事))を決


めた上で、申請安受け付けるとと。
 

(ii)総務省が 13セグメント綴括主役特定の委主で均等に� 1 
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配分したもの{例えば 3セグメントうま)惑と lつのおi

滋て単佼{例えば 3セグメント分=a:l主主淡塁審議設とす

る〉とナるととを原妥当とし、その挙絞に縫った総務

を受け付けること。その様には、空襲警文E詳{殺のま字詰護者t 
fすうことを可とし、また、割当て子学校を総えた子容1総

を必袋と守る放送については 例 外 と し て 納  

5警告司とすること。

(長i) '~'I り当てる舟波数を何程度にする等、均衡議-~

ること。

ウそれぞれの割当て単位ごとに、 「リアルタイム製放

長去のみ (Xは優先) J、 「蓄積製i放送のみ (XI立後

先) J )(は「リアルタイム型放i去と務綴機長女i畿の総

み合わせのみ(又は優先) Jの枠番ど設定すること α

ニ乙放送による表現の自由の享有の観点から、 lの機多監理f

〈の周波数の部当ては、例えば全湾波数千野域事認め .1/3

を怒えないといった総長畏を設けること e 

3，談後線建立内けマルチメディア放送と i返信サービス(:: サノレチメディア放送iこ対応す

の島譲漆後 るさ鰭jfr滋苦言主義末の普及や放送 i

援著者干潟ぷ;切t-'"ノレチメディア主主送法、対応援絞殺綴 とi新華の逮携した萩たなサ-1
として携子委員室話端末が中心となること、 3主1と、その ~スが務H.fj されることがマル

ザ…どス?主主重信サービスとの殺事由位が向く、放またと[チメデ'ィア放送の発展につな

液HI露とが湾総したサービスがその端来 1-で笑芸見tきれ|がると草言えており、委託事業者

ることが怨定されます3 と泌総サーピスとの関係につI

(2) 主持者千端末向けマルチメディア放送の受信託党倫とな|いて過度な規定をすべきでは

る機械篭箭端末が普及すれば、新しい放送市場の主主|ないと符えます。 

tぅ上:がりそ猿引することになり、また、放送と i創設

とが淡携したサービスは、携帯端末I占lけγ/レチメデ I-V!レチメディア放送の健全な

イア放滋の特性を生かした新サービスiIi擦の形成iこ|後定量殺限るため、マルチメディ

後与することになると考えています。 Iア級王まの受信そのものに影響 

(3)その1とめ、機干香織末的けマルチメディア絃送ザーと'1'"tJ5総統機能。〉雪量供等につい

，えの主認さ誌におたっては、当該放送と密接iと総遊撃して jて、若手禁事務事業容ーは各委託放送

撃をt共される泌総サ}どス等を利用できる機会がJAく j務講義務に対し公平に対応すべ

事議事長在れるととが必要と考えています。 I~雪ものと認識してお号ます。ー
ごこれらの考え主を滋まえ、芸害者李総米海げすノレチメデ I 受徐そのものに係bらな

イア主主総ーの普及及び縫全な発達を図るため、例えば、|い務総については、各社が鋭意

次の事項毒事に関する対応を検討することが2考えられ[工夫による笈刻化を殴ること  
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まとや。� Iで多様なビジネスモデノレが絞

っr') 去女王法者番組0)綴完を行う五査結サービス{総務総末� I~義され、新サービス{転機の1移民主

肉fT"'<' 1レチメディア放送により援供dnM番手遊興l主主 につながることが滋緊-r:ある

送機級の一部が電波環境等lこより欠絡し?と場合に、 と考えており、科委託主主記法務淡

近量的問講義惑と灘じて当該欠落部分安補完約lこ取得でき 者と各携帯事業者閣の協議議に

るようにするサービス)に係る捉供形担額や擬供条件、 よりピジネスペースの対応安

設定4稿者撃の撃を供に関すること。 基本として実現していくべき

イ) 数滋滋紛の視聴及びそのための契約祭仰に必!ものと考えます。

警警となるきを然言主総の操作i乙係る設計や仕様の策定‘

長議iiiiJ土のf選議長0)配置に喜きすること� c 

ry)，専守i得意女i主役塁警の提供，{こ演する雲監豪華{例えば、� φ

契約の締結の毒装介、取次ぎ又は代壊の襲撃著者、� ω総統� 

5義務、③主見事主総霊童の収集及び提供の君主ま語、紛糾4授の

言語設定3えはi奴議時代行業務)に関することω� 

5‘その他市IJE夜空襲備及び審査に当たっての製滋薄手 |騰帯端末向けマノレずメディア

その他金銭f粧台関米向けてつレチメディア放記誌の委託主主記長業|放送は従来の放送にない草野し

務の総主主に係る制度重装備及び審査に滋たってE謀議室すペ| いサーピスとして様々

きと若宮えられる事工震や主主望について、語主E主役募多重義しま� IJ~室長が創造 tきれることが重量援

すn ‘ iで主うると考えますq 

この義主点からま持たな:+iJffl形意義� 

4こ見合った考え1iによる毒剤IH笈

務総I(.審査項目や審査2義務毒事)

としていただきたい。

また、携帯端末附け?ノレチメデ

ィア放送の実現に関わる事準々

な事業者にとって、事業総長命淡

での稜々の準備に影響詩t火き

いことから委託放送芸評議室然、主主

までのスケジュールについて

にしていただきたいと海

えます。
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